
ほぼそのまま

関連あり

対応

条 項 号 見出し

「障害者自立支援法に基づく指
定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する
基準 （厚生労働省令第１７１
号）

重度訪問
介護(44
①)

同行援護・
行動援護
(44②）

居宅介護
基準該当
（49①）

基準該当
同行援護・
行動援護
（49②）

療養介護
（77）

生活介護
（94）

基準該当
生活介護
（97）

短期入所
（109）

基準該当
短期入所
(111)

重度障害者
等包括支援
（122）

共同生活
介護(140)

自立訓練
（機能）
（148）

基準該当自
立訓練（機
能）(150)

自立訓練
（生活）
(158)

基準該当自
立訓練（生
活）(160)

就労移行
支援(171)

支援A型
（184）

支援B型
（189）

基準該当
支援B型
（193）

共同生活
援助(200)

特定基準
該当（209
①）

特定基準該
当生活介護
((209②)

特定基準該
当自立訓練
（機能）（209
③）

特定基準該
当自立訓練
（生活）（209
④）

特定基準該
当支援B型
（209⑤）

１条 趣旨 １条
２条 1 1 ２条 １項 １号 政令名 Ｈ25.4.1改正あり

2 ２条 １項 １１号
3 ２条 １項 １２号
4 ２条 １項 １３号
5 ２条 １項 １５号
6 ２条 １項 １６号

３条 申請者の要件
４条 1 ３条 １項

2 ３条 ２項
3 ３条 ３項

第二章 居宅介護、重度訪問介護及び行動援護

５条 1 ４条 １項 ○
2 ４条 ２項 ○
3 ４条 ３項 ○
4 ４条 ４項 ○

６条 1 ５条 １項
2 ５条 ２項
3 ５条 ３項

７条 管理者 ６条
８条 1 準用 ７条

９条 1 ８条 １項
2 ８条 ２項

１０条 1 ９条 １項 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2 ９条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１１条 1 １０条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 １０条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 １０条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 １０条 ４項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１２条 提供拒否の禁止 １１条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１３条 連絡調整に対する協力 １２条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１４条 サービス提供困難時の対応 １３条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１５条 受給資格の確認 １４条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１６条 1 １５条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

2 １５条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
１７条 心身の状況等の把握 １６条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１８条 1 １７条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 １７条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
１９条 身分を証する書類の携行 １８条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２０条 1 １９条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 １９条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２１条 1 ２０条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ２０条 ２項 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
２２条 1 ２１条 １項 ○ ○ ○

2 ２１条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○
3 ２１条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○
4 ２１条 ４項 ○ ○ ○ ○ ○
5 ２１条 ５項 ○ ○ ○ ○ ○

２３条 利用者負担額に係る管理 ２２条 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○
２４条 1 ２３条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ２３条 ２項 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
２５条 1 ２４条 １項 ○ ○ ○ ○

2 ２４条 ２項 ○ ○ ○ ○
3 ２５条 ○ ○ ○ ○

２６条 1 ２６条 １項 ◎ ◎ ◎ ◎
2 ２６条 ２項 ○ ○ ○ ○
3 ２６条 ３項 ○ ○ ○ ○
4 ２６条 ４項 ○ ○ ○ ○

２７条 同居家族に対するサービス提供の禁 ２７条 ○ ○
２８条 緊急時等の対応 ２８条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２９条 支給決定障害者等に関する市町村への通知 ２９条 ○ ○ ○ ○ ○ ○
３０条 1 ３０条 １項 ○ ○ ○ ○

2 ３０条 ２項 ○ ○ ○ ○
3 ３０条 ３項 ◎ ◎ ◎ ◎

３１条 運営規程 ３１条 ◎ ◎ ◎ ◎
３２条 介護等の総合的な提供 ３２条 ◎
３３条 1 ３３条 １項 ○ ○ ○ ○

2 ３３条 ２項 ○ ○ ○ ○
3 ３３条 ３項 ○ ○ ○ ○

３４条 1 ３４条 １項 ○ ○ ○ ○ ○
2 ３４条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○

３５条 掲示 ３５条 ○ ○ ○ ○ ○
３６条 1 ３６条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ３６条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ３６条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

参考

準 用

利用者負担額等の受領

介護給付費の額に係る通知等

居宅介護計画の作成

勤務体制の確保等

基本取扱方針

契約支給量の報告等

介護給付費又は訓練等給付費の支
給の申請に係る援助

指定障害福祉サービス事業者等との
連携等

サービスの提供の記録

指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求める
ことのできる金銭の支払の範囲等

管理者及びサービス提供責任者の
責務

衛生管理等

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例案 （仮称）

定義

指定障害福祉サービス事業者の一
般原則

内容及び手続の説明及び同意

第一章 総則

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

基本方針

設備及び備品等

第三節 設備に関する基準

第四節 運営に関する基準

従業者の員数

秘密保持等



対応

条 項 号 見出し

「障害者自立支援法に基づく指
定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する
基準 （厚生労働省令第１７１
号）

重度訪問
介護(44
①)

同行援護・
行動援護
(44②）

居宅介護
基準該当
（49①）

基準該当
同行援護・
行動援護
（49②）

療養介護
（77）

生活介護
（94）

基準該当
生活介護
（97）

短期入所
（109）

基準該当
短期入所
(111)

重度障害者
等包括支援
（122）

共同生活
介護(140)

自立訓練
（機能）
（148）

基準該当自
立訓練（機
能）(150)

自立訓練
（生活）
(158)

基準該当自
立訓練（生
活）(160)

就労移行
支援(171)

支援A型
（184）

支援B型
（189）

基準該当
支援B型
（193）

共同生活
援助(200)

特定基準
該当（209
①）

特定基準該
当生活介護
((209②)

特定基準該
当自立訓練
（機能）（209
③）

特定基準該
当自立訓練
（生活）（209
④）

特定基準該
当支援B型
（209⑤）

参考

準 用
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例案 （仮称）

３７条 1 ３７条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ３７条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３８条 1 ３８条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ３８条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３９条 1 ３９条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ３９条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ３９条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ３９条 ４項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 ３９条 ５項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 ３９条 ６項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 ３９条 ７項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４０条 1 ４０条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ４０条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ４０条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４１条 会計の区分 ４１条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
４２条 1 ４２条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ４２条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○
４３条 暴力団関係者の排除 独自基準 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
４４条 1 準用 ４３条 １項

2 ４３条 ２項

４５条 1 ４４条 １項 ○
2 ４４条 ２項 ○
3 ４４条 ３項 ○

４６条 管理者 ４５条 ○
４７条 設備及び備品等 ４６条 ○
４８条 1 ４７条 １項 ○

2 ４７条 ２項 ◎
４９条 1 ４８条 １項

2 ４８条 ２項
第三章 療養介護

５０条 基本方針 ４９条 省令名 Ｈ25.4.1改正あり

５１条 1 1 ５０条 １項 １号
2 ５０条 １項 ２号
3 ５０条 １項 ３号
4 ５０条 １項 ４号

2 ５０条 ２項
3 ５０条 ３項
4 ５０条 ４項
5 ５０条 ５項
6 ５０条 ６項
7 ５０条 ７項
8 ５０条 ８項

５２条 管理者 ５１条 ○

５３条 1 ５２条 １項
2 ５２条 ２項
3 ５２条 ３項

５４条 1 ５３条 １項
2 ５３条 ２項
3 ５３条 ３項

５５条 1 ５３条の２ １項 ○ ○
2 ５３条の２ ２項 ○ ○

５６条 1 ５４条 １項
2 ５４条 ２項
3 ５４条 ３項
4 ５４条 ４項
5 ５４条 ５項

５７条 利用者負担額に係る管理 ５５条
５８条 1 ５６条 １項

2 ５６条 ２項
５９条 1 ５７条 １項 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2 ５７条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ５７条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６０条 1 ５８条 １項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2 ５８条 ２項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
3 ５８条 ３項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
4 ５８条 ４項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
5 ５８条 ５項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
6 ５８条 ６項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
7 ５８条 ７項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
8 ５８条 ８項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
9 ５８条 ９項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

10 ５８条 １０項 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
11 ５９条 ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

６１条 相談及び援助 ６０条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
６２条 機能訓練 ６１条 ○

第四節 運営に関する基準

契約支給量の報告等

指定療養介護の取扱方針

サービスの提供の記録

利用者負担額等の受領

介護給付費の額に係る通知等

同居家族に対するサービス提供の禁
止

従業者の員数

運営に関する基準

設備

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

第三節 設備に関する基準

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

従業者の員数

情報の提供等

利益供与等の禁止

苦情解決

事故発生時の対応

記録の整備

居宅介護計画の作成



対応

条 項 号 見出し

「障害者自立支援法に基づく指
定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する
基準 （厚生労働省令第１７１
号）

重度訪問
介護(44
①)

同行援護・
行動援護
(44②）

居宅介護
基準該当
（49①）

基準該当
同行援護・
行動援護
（49②）

療養介護
（77）

生活介護
（94）

基準該当
生活介護
（97）

短期入所
（109）

基準該当
短期入所
(111)

重度障害者
等包括支援
（122）

共同生活
介護(140)

自立訓練
（機能）
（148）

基準該当自
立訓練（機
能）(150)

自立訓練
（生活）
(158)

基準該当自
立訓練（生
活）(160)

就労移行
支援(171)

支援A型
（184）

支援B型
（189）

基準該当
支援B型
（193）

共同生活
援助(200)

特定基準
該当（209
①）

特定基準該
当生活介護
((209②)

特定基準該
当自立訓練
（機能）（209
③）

特定基準該
当自立訓練
（生活）（209
④）

特定基準該
当支援B型
（209⑤）

参考

準 用
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例案 （仮称）

６３条 1 ６２条 １項
2 ６２条 ２項
3 ６２条 ３項
4 ６２条 ４項
5 ６２条 ５項

６４条 1 ６３条 １項
2 ６３条 ２項

６５条 緊急時等の対応 ６４条
６６条 支給決定障害者に関する市町村への通知 ６５条
６７条 1 ６６条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ６６条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
６８条 運営規程 ６７条
６９条 1 ６８条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ６８条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ６８条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７０条 定員の遵守 ６９条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
７１条 1 ７０条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ７０条 ２項 ○ 前段 ○ 前段 前段 前段 前段 前段 前段 ○ 前段
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７２条 1 ７１条 １項
2 ７１条 ２項

７３条 掲示 ７２条
７４条 1 ７３条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

2 ７３条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
７５条 地域との連携等 ７４条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
７６条 1 ７５条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ７５条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
７７条 準用 ７６条
第四章 生活介護

７８条 基本方針 ７７条 ◎

７９条 1 1 ７８条 １項 １号
2 ７８条 １項 ２号
3 ７８条 １項 ３号

2 ７８条 ２項
3 ７８条 ３項
4 ７８条 ４項
5 ７８条 ５項
6 ７８条 ６項
7 ７８条 ７項

８０条 1 ７９条 １項
2 ７９条 ２項

８１条 準用 ８０条

８２条 1 ８１条 １項 ○
2 ○

８３条 1 ８２条 １項
2 ８２条 ２項 ○ ◎
3 ８２条 ３項 ○ ◎
4 ８２条 ５項 ○ ◎
5 ８２条 ６項 ○ ◎

８４条 1 ８３条 １項 ○
2 ８３条 ２項 ○
3 ８３条 ３項 ○
4 ８３条 ４項 ○
5 ８３条 ５項
6 ８３条 ６項 ◎

８５条 1 ８４条 １項 ○ ○ ○ ○ ○
2 ８４条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○
3 ８４条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○
4 ８４条 ４項 ○ ○ ○ ○ ○

８６条 工賃の支払 ８５条 ○ ○
８７条 1 ８６条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ８６条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ８６条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ８６条 ４項 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
5 ８６条 ５項 独自基準 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８８条 健康管理 ８７条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
８９条 支給決定障害者に関する市町村への通知 ８８条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
９０条 運営規程 ８９条 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
９１条 1 ９０条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ９０条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
９２条 運営規程 ９１条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
９３条 掲示 ９２条 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
９４条 準用 ９３条

介護

生産活動

食事

身体拘束等の禁止

第四節 運営に関する基準

利用者負担額等の受領

記録の整備

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

第三節 設備に関する基準

勤務体制の確保等

衛生管理等

看護及び医学的管理の下における介
護

その他のサービスの提供

管理者の責務

非常災害対策 独自基準

従業者の員数

従たる事業所を設置する場合におけ
る特例

設備

衛生管理等



対応

条 項 号 見出し

「障害者自立支援法に基づく指
定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する
基準 （厚生労働省令第１７１
号）

重度訪問
介護(44
①)

同行援護・
行動援護
(44②）

居宅介護
基準該当
（49①）

基準該当
同行援護・
行動援護
（49②）

療養介護
（77）

生活介護
（94）

基準該当
生活介護
（97）

短期入所
（109）

基準該当
短期入所
(111)

重度障害者
等包括支援
（122）

共同生活
介護(140)

自立訓練
（機能）
（148）

基準該当自
立訓練（機
能）(150)

自立訓練
（生活）
(158)

基準該当自
立訓練（生
活）(160)

就労移行
支援(171)

支援A型
（184）

支援B型
（189）

基準該当
支援B型
（193）

共同生活
援助(200)

特定基準
該当（209
①）

特定基準該
当生活介護
((209②)

特定基準該
当自立訓練
（機能）（209
③）

特定基準該
当自立訓練
（生活）（209
④）

特定基準該
当支援B型
（209⑤）

参考

準 用
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例案 （仮称）

９５条 1 1 基準該当生活介護の基準 ９４条 １項 １号
2 ９４条 １項 ２号
3 ９４条 １項 ３号
4 ９４条 １項 ４号

９６条 指定小規模多機能型居宅介護事業 ９４条の２
９７条 準用 ９５条

第五章 （第９６条から第１１３条まで） 削除
第五章 短期入所 第六章 短期入所

９８条 基本方針 １１４条

９９条 1 1 １１５条 １項 １号
2 １１５条 １項 ２号

2 1 １１５条 ２項 １号
2 １１５条 ２項 ２号

3 1 １１５条 ３項 １号
2 １１５条 ３項 ２号

１００条 準用 １１６条

１０１条 1 １１７条 １項
2 １１７条 ２項
3 １１７条 ３項
4 １１７条 ４項
5 １１７条 ５項
6

１０２条 1 １１８条 １項
2 １１８条 ２項

１０３条 1 １１９条 １項
2 １１９条 ２項

１０４条 1 １２０条 １項
2 １２０条 ２項 ○
3 １２０条 ３項 ○
4 １２０条 ５項 ○
5 １２０条 ６項 ○

１０５条 1 １２１条 １項
2 １２１条 ２項
3 １２１条 ３項

１０６条 1 １２２条 １項
2 １２２条 ２項
3 １２２条 ３項
4 １２２条 ４項
5 １２２条 ５項
6 独自基準

１０７条 運営規程 １２３条
１０８条 定員の遵守 １２４条
１０９条 準用 １２５条

１１０条 1 1 １２５条の２ １項 １号
2 １２５条の２ １項 ２号
3 １２５条の２ １項 ３号
4 １２５条の２ １項 ４号

１１１条 準用 １２５条の３
第六章 重度障害者等包括支援 第七章 重度障害者等包括支援

１１２条 基本方針 １２６条

１１３条 1 １２７条 １項
2 １２７条 ２項
3 １２７条 ３項
4 １２７条 ４項

１１４条 準用 １２８条

１１５条 準用 １２９条

１１６条 実施主体 １３０条
１１７条 1 １３１条 １項

2 １３１条 ２項
3 １３１条 ３項

１１８条 1 １３２条 １項
2 １３２条 ２項
3 １３２条 ３項

１１９条 1 １３３条 １項
2 １３３条 ２項
3 １３３条 ３項

１２０条 1 １３４条 １項
2 １３４条 ２項
3 １３４条 ３項
4 １３４条 ４項
5 １３４条 ５項

１２１条 運営規程 １３５条
１２２条 準用 １３６条

利用者負担額等の受領

指定小規模多機能型居宅介護事業
所に関する特例

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

第三節 設備に関する基準

サービスの提供

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

従業者の員数

第三節 設備に関する基準

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

入退所の記録の記載等

指定短期入所の開始及び終了

従業者の員数

指定短期入所の取扱方針

設備

第四節 運営に関する基準

指定重度障害者等包括支援の取扱
方針

事業所の体制

障害福祉サービスの提供に係る基準

サービス利用計画の作

第四節 運営に関する基準



対応

条 項 号 見出し

「障害者自立支援法に基づく指
定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する
基準 （厚生労働省令第１７１
号）

重度訪問
介護(44
①)

同行援護・
行動援護
(44②）

居宅介護
基準該当
（49①）

基準該当
同行援護・
行動援護
（49②）

療養介護
（77）

生活介護
（94）

基準該当
生活介護
（97）

短期入所
（109）

基準該当
短期入所
(111)

重度障害者
等包括支援
（122）

共同生活
介護(140)

自立訓練
（機能）
（148）

基準該当自
立訓練（機
能）(150)

自立訓練
（生活）
(158)

基準該当自
立訓練（生
活）(160)

就労移行
支援(171)

支援A型
（184）

支援B型
（189）

基準該当
支援B型
（193）

共同生活
援助(200)

特定基準
該当（209
①）

特定基準該
当生活介護
((209②)

特定基準該
当自立訓練
（機能）（209
③）

特定基準該
当自立訓練
（生活）（209
④）

特定基準該
当支援B型
（209⑤）

参考

準 用
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例案 （仮称）

第七章 共同生活介護 第八章 共同生活介護

１２３条 基本方針 １３７条

１２４条 1 1 １３８条 １項 １号
2 １３８条 １項 ２号
3 １３８条 １項 ３号

2 １３８条 ２項
3 １３８条 ３項

１２５条 1 １３９条 １項
2 １３９条 ２項

１２６条 1 １４０条 １項
2 １４０条 ２項
3 １４０条 ５項
4 1 １４０条 ７項 １号

2 １４０条 ７項 ２号
5

１２７条 1 １４１条 １項 ○
2 １４１条 ２項 ○
3 １４１条 ３項 ○
4 １４１条 ４項 ○

１２８条 1 １４２条 １項 ○
2 １４２条 ２項 ○

１２９条 1 １４３条 １項 ○
2 １４３条 ２項 ○
3 １４３条 ３項 ○
4 １４３条 ４項 ○
5 １４３条 ５項 ○

１３０条 1 １４４条 １項 ○？ ○？ ○
2 １４４条 ２項 ○？ ○？ ○

１３１条 1 １４５条 １項 ◎
2 １４５条 ２項 ○
3 １４５条 ３項 ○
4 １４５条 ４項 ○

１３２条 サービス管理責任者の責務 １４６条 ◎
１３３条 1 １４７条 １項

2 １４７条 ２項
3 １４７条 ３項

１３４条 1 １４８条 １項 ◎
2 １４８条 ２項 ○
3 １４８条 ３項 ○

１３５条 運営規程 １４９条 ○
１３６条 1 １５０条 １項

2 １５０条 ２項
3 １５０条 ３項
4 １５０条 ４項
5 １５０条 ５項

１３７条 支援体制の確保 １５１条 ○
１３８条 定員の遵守 １５２条 ○
１３９条 1 １５３条 １項 ○

2 １５３条 ２項 ○
１４０条 準用 １５４条
第八章 自立訓練（機能訓練） 第九章 自立訓練（機能訓練）

１４１条 基本方針 １５５条 ○

１４２条 1 1 １５６条 １項 １号
2 １５６条 １項 ２号

2 １５６条 ２項
3 １５６条 ３項
4 １５６条 ４項
5 １５６条 ５項
6 １５６条 ６項
7 １５６条 ７項
8 １５６条 ８項

１４３条 準用 １５７条

１４４条 準用 １５８条

１４５条 1 １５９条 １項 ○ ○ ○
2 １５９条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
3 １５９条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
4 １５９条 ５項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
5 １５９条 ６項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

１４６条 1 １６０条 １項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 １６０条 ２項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 １６０条 ３項 ○ ○ ○ ○ ○
4 １６０条 ４項 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

１４７条 1 １６１条 １項 ○
2 １６１条 ２項 ○ ○ ○

１４８条 準用 １６２条

管理者

設備

利用者負担額に係る管理

指定共同生活介護の取扱方針

介護及び家事等

社会生活上の便宜の供与等

従業者の員数

訓練

地域生活への移行のための支援

勤務体制の確保等

協力医療機関等

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

第三節 設備に関する基準

入退居

入退所の記録の記載等

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

第三節 設備に関する基準

第四節 運営に関する基準

第四節 運営に関する基準

利用者負担額等の受領

利用者負担額等の受領

従業者の員数



対応

条 項 号 見出し

「障害者自立支援法に基づく指
定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する
基準 （厚生労働省令第１７１
号）

重度訪問
介護(44
①)

同行援護・
行動援護
(44②）

居宅介護
基準該当
（49①）

基準該当
同行援護・
行動援護
（49②）

療養介護
（77）

生活介護
（94）

基準該当
生活介護
（97）

短期入所
（109）

基準該当
短期入所
(111)

重度障害者
等包括支援
（122）

共同生活
介護(140)

自立訓練
（機能）
（148）

基準該当自
立訓練（機
能）(150)

自立訓練
（生活）
(158)

基準該当自
立訓練（生
活）(160)

就労移行
支援(171)

支援A型
（184）

支援B型
（189）

基準該当
支援B型
（193）

共同生活
援助(200)

特定基準
該当（209
①）

特定基準該
当生活介護
((209②)

特定基準該
当自立訓練
（機能）（209
③）

特定基準該
当自立訓練
（生活）（209
④）

特定基準該
当支援B型
（209⑤）

参考

準 用
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例案 （仮称）

１４９条 1 1 基準該当自立訓練（機能訓練）の基 １６３条 １項 １号
2 １６３条 １項 ２号
3 １６３条 １項 ３号
4 １６３条 １項 ４号

１５０条 準用 １６４条
第九章 自立訓練（生活訓練） 第十章 自立訓練（生活訓練）

１５１条 基本方針 １６５条 ◎

１５２条 1 1 １６６条 １項 １号
2 １６６条 １項 ２号
3 １６６条 １項 ３号

2 １６６条 ２項
3 １６６条 ３項
4 １６６条 ４項
5 １６６条 ５項
6 １６６条 ６項
7 １６６条 ７項

１５３条 準用 １６７条

１５４条 1 １６８条 １項
2
3 1 １６８条 ３項 １号 イ

2 １６８条 ３項 １号 ロ
4

１５５条 1 １６９条の２ １項
2 １６９条の２ ２項
3 １６９条の２ ３項

１５６条 1 １７０条 １項
2 １７０条 ２項 ○
3 １７０条 ３項 ○
4 １７０条 ４項
5 １７０条 ６項 ○
6 １７０条 ７項 ○

１５７条 1 記録の整備 １７０条の２ １項
2 １７０条の２ ２項

１５８条 準用 １７１条

１５９条 1 1 １７２条 １項 １号
2 １７２条 １項 ２号
3 １７２条 １項 ３号
4 １７２条 １項 ４号

１６０条 準用 １７３条
第十章 就労移行支援 第十一章 就労移行支援

１６１条 基本方針 １７４条

１６２条 1 1 １７５条 １項 １号
2 １７５条 １項 ２号
3 １７５条 １項 ３号

2 １７５条 ２項
3 １７５条 ３項
4 １７５条 ４項
5 １７５条 ５項
6 １７５条 ６項

１６３条 1 1 １７６条 １項 １号
2 １７６条 １項 ２号

2 １７６条 ２項
１６４条 準用 １７７条

１６５条 認定指定就労移行支援事業所の設 １７８条
１６６条 準用 １７９条

１６７条 1 １８０条 １項
2 １８０条 ２項

１６８条 1 １８１条 １項
2 １８１条 ２項

１６９条 職場への定着のための支援の実施 １８２条
１７０条 就職状況の報告 １８３条 ○
１７１条 準用 １８４条
第十一章 就労継続支援Ａ型 第十二章 就労継続支援Ａ型

１７２１条 基本方針 １８５条

１７３条 1 1 １８６条 １項 １号
2 １８６条 １項 ２号

2 １８６条 ２項
3 １８６条 ３項
4 １８６条 ４項
5 １８６条 ５項

１７４条 準用 １８７条

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

第三節 設備に関する基準

第四節 運営に関する基準

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

利用者負担額等の受領

従業者の員数

実習の実施

認定指定就労移行支援事業所の従
業者の員数

従業者の員数

求職活動の支援等の実施

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

第一節 基本方針

第四節 運営に関する基準

第三節 設備に関する基準

第二節 人員に関する基準

サービスの提供の記録

従業者の員数

基準該当自立訓練（生活訓練）の基
準

設備



対応

条 項 号 見出し

「障害者自立支援法に基づく指
定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する
基準 （厚生労働省令第１７１
号）

重度訪問
介護(44
①)

同行援護・
行動援護
(44②）

居宅介護
基準該当
（49①）

基準該当
同行援護・
行動援護
（49②）

療養介護
（77）

生活介護
（94）

基準該当
生活介護
（97）

短期入所
（109）

基準該当
短期入所
(111)

重度障害者
等包括支援
（122）

共同生活
介護(140)

自立訓練
（機能）
（148）

基準該当自
立訓練（機
能）(150)

自立訓練
（生活）
(158)

基準該当自
立訓練（生
活）(160)

就労移行
支援(171)

支援A型
（184）

支援B型
（189）

基準該当
支援B型
（193）

共同生活
援助(200)

特定基準
該当（209
①）

特定基準該
当生活介護
((209②)

特定基準該
当自立訓練
（機能）（209
③）

特定基準該
当自立訓練
（生活）（209
④）

特定基準該
当支援B型
（209⑤）

参考

準 用
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例案 （仮称）

１７５条 1 １８８条 １項
2

１７６条 1 １８９条 １項
2 １８９条 ２項

１７７条 1 １９０条 １項
2 １９０条 ２項

１７８条 1 １９１条 １項
2 １９１条 ２項

１７９条 1 １９２条 １項
2 １９２条 ２項
3 １９２条 ３項
4 １９２条 ４項

１８０条 1 １９３条 １項 ◎ ◎ ◎
2 １９３条 ２項 ○ ○ ○

１８１条 1 １９４条 １項 ○ ○ ○
2 １９４条 ２項 ○ ○ ○

１８２条 職場への定着のための支援の実施 １９５条 ○ ○ ○
１８３条 利用者及び従業者以外の者の雇用 １９６条
１８４条 準用 １９７条
第十二章 就労継続支援Ｂ型 第十三章 就労継続支援Ｂ型

１８５条 基本方針 １９８条 ○ ◎

１８６条 準用 １９９条

１８７条 設備 ２００条

１８８条 1 ２０１条 １項 ○
2 ２０１条 ２項 ○
3 ２０１条 ３項 ○
4 ２０１条 ４項 ○

１８９条 準用 ２０２条

１９０条 1 ２０３条 １項
2 ２０３条 ２項
3 ２０３条 ３項

１９１条 運営規程 ２０４条
１９２条 1 ２０５条 １項

2 ２０５条 ２項
１９３条 準用 ２０６条
第十三章 共同生活援助 第十四章 共同生活援助

１９４条 基本方針 ２０７条

１９５条 1 1 ２０８条 １項 １号
2 ２０８条 １項 ２号

2 ２０８条 ２項
3 ２０８条 ３項

１９６条 準用 ２０９条

１９７条 準用 ２１０条

１９８条 1 ２１１条 １項
2 ２１１条 ２項

１９９条 1 ２１２条 １項
2 ２１２条 ２項
3 ２１２条 ３項
4 ２１２条 ４項

２００条 準用 ２１３条
第十四章 多機能型に関する特例 第十五章 多機能型に関する特例
２０１条 1 ２１５条 １項

2 1 ２１５条 ２項 １号
2 ２１５条 ２項 ２号

２０２条 設備の特例 ２１６条

第十五章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例 第十六章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例

２０３条 1 1 ２１７条 １項 １号
2 ２１７条 １項 ２号

２０４条 設備及び定員の遵守に関する特 ２１８条

２０５条
離島その他の地域における基準該当
障害福祉サービスに関する基準

２１９条

第十六章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービ
スに関する基準

第十七章 離島その他の地域における基準該当障害
福祉サービスに関する基準

勤務体制の確保等

第三節 設備に関する基準

第四節 運営に関する基準

第三節 設備に関する基準

第四節 運営に関する基準

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

実施主体等

工賃の支払

従業者の員数

設備

実施主体

就労

賃金及び工賃

実習の実施

工賃の支払等

第三節 設備に関する基準

第四節 運営に関する基準

雇用契約の締結等

求職活動の支援等の実施

第一節 基本方針

第二節 人員に関する基準

家事等

従業者の員数等に関する特例

従業者の員数等に関する特例



対応

条 項 号 見出し

「障害者自立支援法に基づく指
定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する
基準 （厚生労働省令第１７１
号）

重度訪問
介護(44
①)

同行援護・
行動援護
(44②）

居宅介護
基準該当
（49①）

基準該当
同行援護・
行動援護
（49②）

療養介護
（77）

生活介護
（94）

基準該当
生活介護
（97）

短期入所
（109）

基準該当
短期入所
(111)

重度障害者
等包括支援
（122）

共同生活
介護(140)

自立訓練
（機能）
（148）

基準該当自
立訓練（機
能）(150)

自立訓練
（生活）
(158)

基準該当自
立訓練（生
活）(160)

就労移行
支援(171)

支援A型
（184）

支援B型
（189）

基準該当
支援B型
（193）

共同生活
援助(200)

特定基準
該当（209
①）

特定基準該
当生活介護
((209②)

特定基準該
当自立訓練
（機能）（209
③）

特定基準該
当自立訓練
（生活）（209
④）

特定基準該
当支援B型
（209⑤）

参考

準 用
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例案 （仮称）

２０６条 1 1 ２２０条 １項 １号
2 ２２０条 １項 ２号
3 ２２０条 １項 ３号
4 ２２０条 １項 ４号
5 ２２０条 １項 ５号
6 ２２０条 １項 ６号

2 ２２０条 ２項
3 ２２０条 ３項
4 ２２０条 ４項

２０７条 管理者 ２２１条
２０８条 利用定員 ２２２条
２０９条 1 ２２３条 １項

2 ２２３条 ２項
3 ２２３条 ３項
4 ２２３条 ４項
5 ２２３条 ５項

第十七章 雑則
２１０条 委任

附 則

1 施行期日 １条
2 1 ４条 １項 １号

2 ４条 １項 ２号
3 ４条 ２項
4 地域移行型ホームの特例 ７条 ２項 省令名 Ｈ25.4.1改正あり

5
平成十八年十月一日前から入所施設又は病院の敷
地内に存する建物を共同生活住居として、指定共同
生活援助事業を行う者に関する特例

１２条

6 1 １３条 １項 １号
2 １３条 １項 ２号

7 １４条 １項
8 １４条 ２項
9 １５条 １項
10 １５条 ２項
11 １５条 ３項
12 準用 １６条

13
平成十八年十月一日前から指定共
同生活援助の事業を行っている事業
所に係る設備に関する特例

１８条

14 １８条の２ １項
15 1 １８条の２ ２項 １号

2 １８条の２ ２項 ２号
16 １８条の２ ３項

17
平成十八年十月一日前から存する精
神障害者生活訓練施設等に係る設
備に関する特例

１９条

18 ２０条 １項
19 ２０条 ２項
20 指定就労継続支援Ａ型に関する経過措置 ２１条
21 身体障害者更生施設等に関する経過措置 ２２条
22 従たる事業所に関する経過措置 ２３条

指定共同生活介護事業所において
個人単位で居宅介護等を利用する場
合の特例

指定宿泊型自立訓練に関する経過
措置

準用

経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所に
おける従業者の員数に関する特例

経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事
業所における運営に関する特例

経過的居宅介護利用型一体型指定
共同生活援助事業所に関する特例

指定生活介護事業所に置くべき従業
者の員数に関する経過措置

従業者の員数等に関する特例


